
（受給券Ｃ） 

   

 

令和６年８月１日からお使いいただく『○精 精神科通院医療費受給券』等をお送りい

たします。 

○受給券の取扱について 

受給券裏面の注意事項をご確認ください。 

 

 

 

○このようなときは保険年金課または最寄りの支所までご連絡・お届けください。 

 ご加入の健康保険が変わったとき（社会保険から社会保険への変更の方のみ） 

 生活保護を受けることになったとき 

 障害の等級が変わられたとき 

 税の修正申告をされたとき 

 大津市外に転出されたとき 

○その他注意 

 精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証（精神通院医療）の有効期間を過ぎると

『○精 精神科通院医療費受給券』等は使用できません。有効期間にご注意いただき、更新が必要な  

 場合はお手続きをとっていただきますようお願いします。 

精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証の更新等に関する問い合わせ先 

⇒大津市役所福祉部障害福祉課（TEL 077-528-2745） 

 

※県外受診の場合は、受給券は使用できません。一旦、 

自立支援医療費の自己負担分をお支払ください。 

申請により、後日払い戻しをいたします。 

『○精 精神科通院医療費受給券』等の送付について 

【お問い合わせ先】大津市役所 保険年金課 医療助成係 〒５２０-８５７５ 大津市御陵町３番１号 

TEL ０７７-５２８-２６５３（直通）／FAX ０７７-５２５-８８８７ 

※その他利用方法、県外で受診したとき等のお手続きなどの詳細は、大津市役所

健康保険部保険年金課ホームページに記載しております。右記のコードをお読み

取りいただくことでホームページにアクセスできます。 

ご不明な点があれば下記までお問い合わせください。 

受給券（表） 受給券（裏） 


